
近畿防災連絡会　　参画機関　情報

組織情報

サ イ ト ア ド レ ス
電話 06-6942-1575 (直通)
FAX 06-6944-4741

組織概要
管轄・組織体制など

所掌事務・担当業務

Ｎｏ．１０

国土交通省　近畿地方整備局

連 絡 先

所 在 地
(代表組織）

大阪市中央区大手前１－５－４４
大阪合同庁舎第１号館
http://www.kkr.mlit.go.jp/

組 織 名

・近畿地方整備局は、福井県・滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山県の全域と三重県の一部地域を管轄してします。
・福井県の港湾・空港関係業務は北陸地方整備局の管轄になります。
・淀川河川事務所では公園の整備も行っています。

　近畿地方整備局は大阪市及び神戸市に所在し、内部組織として総務、企画、建政、河川、道路、港湾空港、営繕及び用地の8部に、45課、3室、1セ
ンターが置かれ(港湾空港関係は、神戸市に所在)、各業務を担当しています。
　この業務を分掌させるために33事務所が設置されており、また、事務所の事務を分掌させる74出張所が配置されています。
　なお、職員は平成23年7月1日現在で2，408名在職し、業務を遂行しています。

■職員の人事及び福利厚生、公文書類の接受、発送及び審査、情報公開、個人情報の保護、予算、決算及び会計、入札及び契約、国有財産管理、公益法
人の監督

■国土計画、地方計画、各公共事業間の調整、広域にわたる河川計画、幹線道路網計画の調整、自然災害等による公共土木施設の応急復旧等、防災業
務計画の策定等、直轄事業の技術及び管理の改善、積算基準、土木工事検査、土木技術の向上、公共工事の品質確保、公共工事の費用の縮減、土木工
事の統計及び報告、直轄建設工事の労働力及び資材の需給動向調査、土木技術者の養成、土木工事用材料試験、施工の方法、建設機械の整備及び運
用、電気通信施設の整備計画、施工、監督及び検査、情報システム整備及び管理

■国土計画・地方計画・都市計画、土地収用、建設業等の許可、指導及び監督、宅地建物取引業の免許及び監督、マンション管理業及び不動産鑑定業の
登録及び監督、地価の公示等宅地開発事業の指導及び監督、土地区画整理事業の施行、指導、監督及び助成、まちづくり事業、街路事業、古都保存に関
する計画・調査・調整及び事業の助成、都市公園事業の指導、監督及び助成、国営公園の整備及び管理、下水道事業の指導、監督及び助成、住宅整備事
業の指導、監督及び助成、一級建築士の登録等、指定確認検査機関の指定等

■道路の行政監督、直轄国道の管理、道路整備保全計画、共同溝の整備、道路整備等長期計画、直轄国道工事の施工、直轄国道の環境対策及び交通安
全対策
■地域道路の整備の調整、指導及び監督、指定区間外の一般国道、都道府県道及び市町村道の助成、地方道路公社の設立許可、立入検査

■港湾の整備、航路の整備及び管理、海洋汚染の防除、港湾内の海岸の整備及び管理、空港の土木施設の整備及び災害復旧
■港湾の利用、保全及び管理、港湾内の公有水面埋立及び干拓の認可
■港湾関係補助事業の指導、監督及び助成

■営繕工事の企画及び立案、営繕工事の設計、積算、設計基準の設定、施工の促進、指導、監督及び検査
■官庁施設に関する実態調査及び保全の実地指導

■直轄事業の起業者又は施行者として行う土地等の権利の収用又は使用、土地等の評価基準及び損失補償額の算定基準、公共物管理、土地買収及び
寄付
■土地開発公社の報告徴収又は立入検査、補償コンサルタント登録

■大阪府8カ所・兵庫県7カ所・京都府4カ所・奈良県4カ所・滋賀県3カ所・和歌山県3カ所・福井県3カ所・三重県1カ所の合計33カ所に事務所を配置、74カ所
に出張所（事務所の出先機関）を配置

総 務 部

企 画 部

建 政 部

河 川 部

道 路 部

港 湾 空 港 部

営 繕 部

用 地 部

事 務 所 ・ 出 張 所

■河川等の行政監督、直轄河川の管理、河川における砂利採取業者の監督、河川等、水資源の開発又は利用のための施設、砂防設備、地すべり防止施
設、海岸に関する直轄事業の計画、設計、施工及び検査、河川整備計画、洪水予報、水防警報
■公有水面の埋立て及び干拓の免許の許認可、地方公共団体等が行う河川事業等
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（出展：内閣府　南海トラフの巨大地震
モデル検討会）
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